
■自治体等との連携強化
・東京都内大学病院連携協議会（仮称）の設置
東京都内の13大学病院（本院）が主体となって協議会を新たに設置し、東京都保険医療局と協働のもと、高度急性期医療の連携強
化だけでなく、医師派遣や研修体制の充実、共同研究等の推進を通じた、都内各医療圏における医療連携体制を一層強化する。
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